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第１編 管内概況 

１ 管内略図 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

三重県 

三重県伊勢保健所管内 

・平成 16年 10月 1日 志摩市発足 

（浜島町、大王町、志摩町、阿児町、磯部町） 

・平成 17年 2月 14日 大紀町発足 

（大宮町、紀勢町、大内山村） 
 

・平成 17年 10月 1日 南伊勢町発足 

（南勢町、南島町） 

・平成 17年 11月 1日 新「伊勢市」発足 

（伊勢市、二見町、御薗村、小俣町） 

大紀町 
南伊勢町 

度会町 

伊勢市 

志摩市 

鳥羽市 

玉城町 

衛生指導課志摩市駐在 

伊勢保健所 
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２ 連絡先、所在地、位置図 

（１）三重県伊勢保健所 

電話：0596-27-5135 FAX：0596-27-5253 

所在地：〒516-8566 伊勢市勢田町 628-2（三重県伊勢庁舎１階） 

位置図： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）三重県伊勢保健所 衛生指導課 志摩市駐在 

電話：0599-43-5111 FAX：0599-43-5115 

所在地：〒517-0501 志摩市阿児町鵜方 3098-9（三重県志摩庁舎２階） 

位置図： 
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（２）職種別職員数 

職種 一般事務 医師 獣医師 保健師 薬剤師 看護師 

人数 6 1 4 7 6 １ 

職種 助産師 臨床検査技師 水産技師 診療放射線技師 管理栄養士 計 

人数 １ 1 1 2 3 33 

 

 

保健所長 

0596(27)5135 

 

副所長兼保健衛生室長 

0596(27)5135 

 

総務企画課(6名) 

0596(27)5135 

〇庶務、経理 

〇立入検査 

〇医務 

〇市町村計画支援 

〇災害医療 

〇救急医療 

〇医療職免許、栄養士免許 

〇統計 

 

健康増進課(5名) 

0596(27)5137 

〇感染症対策 

〇健康づくり 

〇栄養改善 

 

地域保健課(8名) 

0596(27)5148 

〇難病対策 

〇精神保健福祉対策 

〇小児慢性特定疾病 

〇被爆者対策 

〇肝炎治療等医療費助成 

〇母子保健 

３ 組織概要 

〇 三重県伊勢保健所（令和６年４月１日現在） 

（１）組織図 

 

衛生指導課(12名) 

うち志摩市駐在(4名)   

0596(27)5151 

〇食品衛生 

〇献血、骨髄バンク 

〇薬務 

〇狂犬病予防 

〇動物愛護 

〇生活衛生 

〇食品表示 
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４　管内の指数

  (１） 総人口・世帯数・面積の状況
　　

○総人口・世帯数・面積

世帯数 面   積

総  数 男 女 （世帯） （k㎡）

伊勢市 118,884 56,399 62,485 52,042 208.37

鳥羽市 16,402 7,781 8,621 7,274 107.34

志摩市 42,873 19,742 23,131 19,315 178.94

玉城町 14,714 7,044 7,670 5,495 40.91

度会町 7,538 3,643 3,895 2,743 134.98

大紀町 7,062 3,316 3,746 3,233 233.32

南伊勢町 9,877 4,583 5,294 4,703 241.89

管内 217,350 102,508 114,842 94,805 1,145.75

三重県 1,727,503 844,272 883,231 753,205 5,774.48

  (２） 人口の推移

市町名 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年
伊勢市 100,145 97,777 130,271 127,817 122,765

　二見町 8,978 9,095 － － －

　小俣町 18,125 18,986 － － －

　御薗村 8,925 9,115 － － －

鳥羽市 24,945 23,067 21,435 19,448 17,525

志摩市 － 58,225 54,694 50,341 46,057

　浜島町 6,012 － － － －

　大王町 8,465 － － － －

　志摩町 14,727 － － － －

　阿児町 22,995 － － － －

　磯部町 9,429 － － － －

玉城町 14,284 14,831 15,297 15,431 15,041

度会町 9,218 9,057 8,692 8,309 7,847

大紀町 － 10,788 9,846 8,939 7,815

　大宮町 5,242 － － － －

　紀勢町 4,488 － － － －

　大内山村 1,604 － － － －

南伊勢町 － 16,687 14,791 12,788 10,989

　南勢町 10,266 － － － －

　南島町 7,969 － － － －

管　内 275,817 267,628 255,026 243,073 228,039

三重県 1,857,339 1,866,963 1,854,724 1,815,865 1,770,254
※国勢調査の集計結果(10月1日）

市町名
人　　口　（人）

令和5年10月1日現在

　

※人口・世帯数、面積は三重県月別人口調査結果（三重県戦略企画部統計課）による。
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令和5年10月1日現在

区 分
総　人　口 年少人口

(0～14歳)
生産年齢人口
(15～64歳)

老年人口
(65歳以上)

伊勢市 118,884 13,193 65,305 39,026 

鳥羽市 16,402 1,343 8,129 6,776 

志摩市 42,873 3,376 20,681 18,291 

玉城町 14,714 1,977 8,306 4,292 

度会町 7,538 804 3,865 2,854 

大紀町 7,062 457 2,906 3,695 

南伊勢町 9,877 532 3,908 5,405 

管内計 217,350 21,682 113,100 80,339 

三重県 1,727,503 196,627 969,949 520,888 

 (３)　年齢3区分別人口

　※総人口には年齢不詳の人口を含む。

　※三重県月別人口調査結果（三重県戦略企画部統計課）による。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

伊勢市

鳥羽市

志摩市

玉城町

度会町

大紀町

南伊勢町

管内計

三重県

年少人口 生産年齢人口 老年人口 年齢不詳

11.1 54.9 32.8

41.3

42.7

29.2

37.9

52.3

54.7

49.6

48.2

56.4

51.3

41.1

39.6

52.0

8.2

7.9

13.4

10.7

6.5

5.4

10.0

11.4 56.1 30.2

37.0
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 (４)　人口指数

市町名 年少人口指数 老年人口指数 従属人口指数 老年化指数

伊勢市 20.2 59.8 80.0 295.8

鳥羽市 16.5 83.4 99.9 504.5

志摩市 16.3 88.4 104.8 541.8

玉城町 23.8 51.7 75.5 217.1

度会町 20.8 73.8 94.6 355.0

大紀町 15.7 127.2 142.9 808.5

南伊勢町 13.6 138.3 151.9 1016.0

管内計 19.2 71.0 90.2 370.5

三重県 20.3 53.7 74.0 264.9

年少人口(0～14
歳)÷生産年齢人
口(15～64歳)×
100

老年人口(65歳以
上)÷生産年齢人
口(15～64歳)×
100

{年少人口(0～14
歳)＋老年人口
(65歳以上)}÷生
産年齢人口(15～
64歳)×100

老年人口(65歳以
上)÷年少人口(0
～14歳)×100

 (５)　出生数
   令和4年1月1日～令和4年12月31日

計 男 女

伊勢市 694 368 326 58

鳥羽市 57 27 30 2

志摩市 154 79 75 12

玉城町 103 64 39 8

度会町 35 18 17 4

大紀町 14 5 9 1

南伊勢町 31 16 15 0

管内計 1,088 577 511 85

三重県 10,489 5,396 5,093 962

全　国 770,747 395,255 375,492

※令和4年人口動態統計（厚生労働省）、令和4年三重県の人口動態（三重県医療保健総務課） 

市町名

総　      　数

令和5年10月1日現在

人　　口　　指　　数 　 (％)

低体重児
(2,500ｇ未満)

（再掲）
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（６） 死因（死因簡単分類）別死亡者数
令和４年1月1日～令和４年12月31日

三重県計 管内計 伊勢市 鳥羽市 志摩市 玉城町 度会町 大紀町 南伊勢町

総数 23,341 3,709 1,697 321 906 189 104 185 307

感染症及び寄生虫症 350 57 19 11 9 3 3 5 7

腸管感染症 29 8 2 1 3 1 - 1 -

結核 24 3 3 - - - - - -

敗血症 143 25 9 4 4 1 2 1 4 

ウイルス性肝炎 27 1 - - - - - - 1 

ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］病 - - - - - - - - -

その他の感染症及び寄生虫症 127 20 5 6 2 1 1 3 2 

新生物＜腫瘍＞ 5,674 901 419 70 214 47 25 50 76 

悪性新生物＜腫瘍＞ 5,483 869 405 68 206 45 24 49 72 

その他の新生物＜腫瘍＞ 191 32 14 2 8 2 1 1 4 

68 12 4 1 1 - 1 5 -

貧血 30 2 2 - - - - - -

その他の血液及び造血器の疾
患並びに免疫機構の障害

38 10 2 1 1 - 1 5 -

内分泌，栄養及び代謝疾患 387 64 27 4 12 4 6 6 5 

糖尿病 230 40 19 3 8 1 3 3 3 

その他の内分泌，栄養及び代謝
疾患

157 24 8 1 4 3 3 3 2 

精神及び行動の障害 432 81 37 5 7 10 3 6 13 

血管性及び詳細不明の認知症 396 71 32 5 7 10 2 6 9 

その他の精神及び行動の障害 36 10 5 - - - 1 - 4 

神経系の疾患 715 95 51 9 16 2 2 4 11 

髄膜炎 6 - - - - - - - -

脊髄性筋萎縮症及び関連症候
群

38 3 1 1 1 - - - -

パーキンソン病 182 29 17 1 4 1 1 1 4 

アルツハイマー病 256 34 18 4 4 1 1 2 4 

その他の神経系の疾患 233 29 15 3 7 - - 1 3 

眼及び付属器の疾患 - - - - - - - - -

耳及び乳様突起の疾患 - - - - - - - - -

循環器系の疾患 5,770 915 415 77 233 46 20 43 81 

高血圧性疾患 191 25 12 3 9 - - 1 -

心疾患（高血圧性を除く） 3,586 585 272 46 145 31 13 30 48 

脳血管疾患 1,542 244 107 22 63 11 7 11 23 

大動脈瘤及び解離 319 43 14 6 12 3 - 1 7 

その他の循環器系の疾患 132 18 10 - 4 1 - - 3 

呼吸器系の疾患 2,655 381 168 29 93 22 12 14 43 

インフルエンザ - - - - - - - - -

肺炎 1,034 121 61 8 27 5 5 5 10 

急性気管支炎 1 - - - - - - - -

慢性閉塞性肺疾患 260 37 12 2 14 1 1 - 7 

喘息 8 2 1 - - 1 - - -

その他の呼吸器系の疾患 1,352 221 94 19 52 15 6 9 26 

血液及び造血器の疾患並びに免疫
機構の障害
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三重県計 管内計 伊勢市 鳥羽市 志摩市 玉城町 度会町 大紀町 南伊勢町

消化器系の疾患 763 138 52 22 47 5 4 3 5 

胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 29 9 3 3 3 - - - -

ヘルニア及び腸閉塞 105 7 4 1 2 - - - -

肝疾患 219 32 12 7 8 - 1 2 2 

その他の消化器系の疾患 410 90 33 11 34 5 3 1 3 

皮膚及び皮下組織の疾患 58 10 3 1 2 - 1 1 2 

筋骨格系及び結合組織の疾患 133 18 9 1 4 - 1 1 2 

腎尿路生殖器系の疾患 770 127 60 11 32 6 5 7 6 

糸球体疾患及び腎尿細管間質
性疾患

92 11 5 - 4 - 1 1 -

腎不全 469 78 36 8 20 4 2 4 4 

その他の腎尿路生殖器系の疾
患

209 38 19 3 8 2 2 2 2 

妊娠，分娩及び産じょく 1 - - - - - - - -

周産期に発生した病態 2 1 1 - - - - - -

妊娠期間及び胎児発育に関連
する障害

1 - - - - - - - -

出産外傷 - - - - - - - - -

周産期に特異的な呼吸障害及
び心血管障害

1 1 1 - - - - - -

周産期に特異的な感染症 - - - - - - - - -

胎児及び新生児の出血性障害
及び血液障害

- - - - - - - - -

その他の周産期に発生した病態 - - - - - - - - -

先天奇形，変形及び
染色体異常 21 6 4 1 1 - - - -

神経系の先天奇形 1 - - - - - - - -

循環器系の先天奇形 7 3 1 1 1 - - - -

消化器系の先天奇形 - - - - - - - - -

その他の先天奇形及び変形 10 3 3 - - - - - -

染色体異常，他に分類されない
もの

3 - - - - - - - -

3,979 695 323 58 195 34 14 32 39 

老衰 3,645 661 307 58 188 33 14 25 36 

乳幼児突然死症候群 1 - - - - - - - -

その他の症状，徴候及び異常臨
床所見・異常検査所見で他に分
類されないもの

333 34 16 - 7 1 - 7 3 

傷病及び死亡の外因 1,036 150 78 17 22 7 5 7 14 

不慮の事故 634 103 55 12 14 5 3 3 11 

自殺 280 28 13 2 7 1 1 3 1 

他殺 3 - - - - - - - -

その他の外因 119 19 10 3 1 1 1 1 2 

527 58 27 4 18 3 2 1 3 

症状，徴候及び異常臨床所見・異常
検査所見で他に分類されないもの

その他の特殊目的コード
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第 ２ 編 

 

強じんな美し国ビジョンみえ・  

みえ元気プランにおける事業概要  

（保健所業務に関係しない部分は省略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ⅰ 安全・安心の確保 

政策１ 防災・減災、県土の強靭化 

施策１－１ 災害対応力の充実・強化 
 

基本事業４ 災害保健医療体制の整備    （主担当 総務企画課） 
災害時の医療体制の整備のため、管内災害拠点病院等との連携を図ります。 
また、災害直後から災害用医薬品等の供給が速やかに行われるよう、災害拠

点薬局等の協力を得て、医療救護活動に必要な医薬品等の調達、分配を行いま
す。 

 
１ 災害医療体制  
（１）災害拠点病院（三重県地域防災計画の指定による） 

名 称 郵便番号 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号 
伊勢赤十字病院 516-8512 伊勢市船江１丁目471-2 0596-28-2171 0596-28-2965 
三重県立志摩病院 517-0595 志摩市阿児町鵜方1257 0599-43-0501 0599-43-2507 

市立伊勢総合病院 516-0014 伊勢市楠部町3038 0596-23-5111 0596-27-2315 
 
（２）災害拠点薬局（災害拠点薬局等指定要領による） 

名 称 郵便番号 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号 

いせ本町薬局 516-0074 伊勢市本町3-15 0596-20-8110 0596-20-8118 
志摩センター薬局 517-0501 志摩市阿児町鵜方1262-16 0599-46-0777 0599-46-0888 

 
２ 伊勢志摩地域災害保健医療対策会議 

訓練作業部会及び担当者会議を２回、本会議を２回開催し（書面含む）、関係機関との
情報共有や意見交換を行いました。 
また、当会議主催の無線通信訓練を実施しました。 

内容 開催日 開催場所・参加機関等 

訓練作業部会及び
担当者会議 

第1回 令和 5年 9月27日 県伊勢庁舎 15機関参加 

第2回 令和6年2月26日～3月5日 書面 27機関参加 

本会議 
第1回 令和 5年11月21日 県伊勢庁舎 25機関参加 

第2回 令和6年3月12日～21日 書面 26機関参加 
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政策２ 医療・介護・健康 

施策２－１ 地域医療提供体制の確保 

 
１ 医師法第１６条の２第１項に基づいた医師臨床研修の受入 

依頼元病院名 研修日 人数 

三重県立志摩病院 
1月29日～2月2日 
2月5日～2月9日 

    3人 

 
２ 実習生指導 

（１） 看護学生 
学校名 内容 実習日 人数 

三重県立看護大学 公衆衛生看護学実習 1月24日～2月9日    6人 

鈴鹿医療科学大学 公衆衛生看護学実習 
6月7日、6月8日、
6月19日、6月27日 

3人 

 
（２）管理栄養士学生 

学校名 実習日 人数 

鈴鹿医療科学大学 
6月 7日～6月 8日 

6月12日～6月14日 
6人 

鈴鹿医療科学大学、至学館大学、 

近畿大学、武庫川女子大学 

10月4日～10月 6日 

10月9日～10月10日 
6人 

 
３ 講義依頼 

（１） 伊勢地区医師会准看護学校 
 
４ 保健師、管理栄養士・栄養士の状況 

令和6年4月1日現在 

県 市 町 保 健 師 数 管理栄養士・栄養士数 

伊 勢 保 健 所 7 3 

伊 勢 市 37 7 

鳥 羽 市 7 1 

志 摩 市 15 6 

玉 城 町 9 1 

度 会 町 6 1 

大 紀 町 5 2 

南 伊 勢 町 4 2 

総 計 90 23 

     （市町管理栄養士・栄養士数：厚生労働省行政栄養士の配置状況より） 

基本事業２ 医療分野の人材確保         （主担当 総務企画課） 

医師法第１６条の２第１項に基づく医師臨床研修を協力施設として受け入れ、医

師の養成を行います。 

将来、保健・医療・福祉を担う職をめざす学生の実習を受け入れ、専門職として

の養成への協力を行います。 

県民の要望に応えられる資質の高い医療分野の人材を養成することを目的に、今

日的課題に即応した実務者研修会を実施します。医療分野の人材確保を図ります。 
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５ 免許の新規、訂正・書換、再交付、抹消等申請状況 
 

申請種別 
免許種別 

新  規 訂正・書換 再交付 抹消等 合  計 

医     師 8  3  0  1  12  

歯 科 医 師 0  0  0  0  0  

保  健  師 19  8  0  0  27  

助  産  師 0  2  0  0  2  

看  護  師 96  56  3  0  155  

准 看 護 師 23  12     2 0  37 

診療放射線技師 8  2  0  0  10  

臨 床 検査技師 10  2  0  0  12  

衛 生 検査技師   0  0  0  0  

理 学 療 法 士 15  3  1  0  19  

作 業 療 法 士 10  1  0  0  11  

視 能 訓 練 士 0  0  0  0  0  

薬  剤  師 22  5  0  0  27  

管 理 栄 養 士 7  5  1  0  13  

栄  養  士 12  19  3  0  34  

合     計 230  118  10  1 359  
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基本事業５ 救急医療等の確保        （主担当 総務企画課） 
医療施設の立入検査を行い、医療環境の整備を図るとともに医療の安全確保

を図ります。 
休日、夜間における救急医療の情報や、県民一人ひとりが自ら医療機関を選

択できるよう県民に対する情報提供を進めます。 

１ 医療施設  

（１）市町別医療施設数                              令和6年3月31日現在 

区分 

市町名 
病 院 

医 科 

診療所 

歯 科 

診療所 

歯 科 

技工所 
助産所 施術所 

* 出張のみ含 

 

総 計 
 

伊勢市 4 130(1) 74(3) 24 2 107(1) 341(5) 

鳥羽市 0 17 7 3 1 22 50 

志摩市 3 46(1) 26(1) 7 1 49 132(2) 

玉城町 1 10 5(1) 3 0 7 26(1) 

度会町 0 5 3 2 0 6 16 

大紀町 0 9 1 1 0 4 15 

南伊勢町 1 12(1) 4 0 0 11 28(1) 

総  数 9 229(3) 120(5) 40 4 206(1) 608(9) 

注１：（ ）内は休止施設数（再掲） 
 

（２）医療機関等別開設廃止状況                              令和5年度 

区   分 開 設 届 件 数 廃 止 届 件 数  

病  院 0 0 

医 科 診 療 所 18 20 

歯 科 診 療 所 2 4 

助 産 所 1 0 

施 術 所 （ 出 張 の み 含 ） 9 8 

歯 科 技 工 所 1 2 

総      数 31 34 

（３）市町別病床種別病床数（病院・有床診療所）            令和6年3月31日現在 
                         区分 
市町名 

全 病 床 
一 般 
病 床 

療 養 
病 床 

精 神 
病 床 

感 染 症 
病 床 

伊 勢 市 1,334 1,111 210   9 4 

鳥 羽 市  0  0   0   0 0 

志 摩 市  481  291 90 100 0 

玉 城 町  69  19 50   0 0 

度 会 町  0  0  0   0 0 

大 紀 町  0   0  0   0 0 

南 伊 勢 町  65         65 0   0 0 

総 数 1,949 1,486 350 109 4 
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（４）病院別使用許可病床数                            令和6年3月31日現在 

区 分 
病院名 全 病 床 一 般 

病 床 
療 養 
病 床 

精 神 
病 床 

感染症 
病 床 

市 立 伊 勢 総 合 病 院 300 260 40 0 0 

玉城町国民健康保険玉城病院 50 0 50 0 0 

豊 和 病 院 60 30 30 0 0 

国民健康保険志摩市民病院 77 17 60 0 0 

伊 勢 赤 十 字 病 院 620 607 0 9 4 

伊  勢  田  中  病  院 83 83 0 0 0 

町 立 南 伊 勢 病 院 50 50 0 0 0 

医療法人全心会 伊勢ひかり病院 193 40 153 0 0 

三 重 県 立 志 摩 病 院 336 236 0 100 0 

総 数 1,769 1,323 333 109 4 

 

（５）管内医療従事者数                    令和4年12月31日現在 

     区分  

市町名 

総数 医師 
歯科 

医師 
薬剤師 保健師 助産師 看護師 

准看 

護師 

歯 科 

衛生士 

歯 科 

技工士 

伊 勢 市 3,305 431 115 262 53 31 1,680 444 246 43 

鳥 羽 市 154 14 12 10 6 1 54 41 11 5 

志 摩 市 779 89 35 66 18 1 338 161 59 12 

玉 城 町 206 14 6 26 10 0 81 51 8 10 

度 会 町 53 3 4 2 6 0 13 11 11 3 

大 紀 町 68 8 1 5 5 0 23 25 0 1 

南伊勢町 160 14 6 12 5 0 78 40 5 0 

総  数 4,725 573 179 383 103 33 2,267 773 340 74 

 ＊医療従事者による２年に一度の届出（三師届・業務従事者届） 

（６）立入検査 
立入検査は、医療法第２５条第１項に基づき実施しています。 
伊勢保健所は、伊勢保健所管内のほか松阪保健所管内の医療機関も担当してい

ます。また、立入検査実施数は、「医療法第２５条第１項の規定に基づく立入検
査実施要領」により病院は毎年、診療所及び助産所は概ね５年で一巡（実施率約
２０％）することとなっています。 
なお、令和５年度は新型コロナウイルス感染症のまん延の状況により、病院に

ついては、院内ラウンドなしで現地にて書面検査を実施し、診療所については、
優先順位を付して立入検査を実施しました。 

 （※対象医療機関数は令和5年4月1日現在） 

 
対象医療機関数 立入検査 

実施数(b) 

実施率（％） 

(b)／(a) 伊勢 松阪 計(a) 

病 院 9 10 19 19 100.0 

診療所 

医科 222 174 396 54 13.6 

歯科 114 87 201 42 20.9 

計 336 261 597 96 16.0 

助産所 4 5 9 2 22.2 
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２ 地域医療体制 
（１）救急医療の現状 

休日および夜間の初期救急医療については、伊勢市休日・ 夜間応急診療所と鳥羽
市・休日夜間応急診療所、志摩市休日夜間応急診療所において対応しています。  

第二次救急医療については、伊勢赤十字病院、市立伊勢総合病院、県立志摩病院
が協力して、病院群輪番制の維持に努めています。 

伊勢赤十字病院は、救命救急センターを中心として高度な救命救急医療を担う第
三次救急医療機関、小児医療の第二次救急医療機関、地域医療支援病院に指定されて
おり、伊勢志摩地域だけでなく県南部の中核病院として、広範囲に救急患者を受け入
れる体制が整備されています。 

 
（２）三地域メディカルコントロール協議会 

病院前救護において、医学的観点から救急救命士を含む救急隊員が行う応急処置
等の質の向上や、傷病者の搬送及び受入れの実施基準の運用体制について地域の実
情に即した体制の整備を確保します。 
ア 関係機関 

区  分 関 係 機 関 名 

地区医師会 伊勢地区医師会、志摩医師会 

災害拠点病院 伊勢赤十字病院、市立伊勢総合病院、県立志摩病院 

消防本部 伊勢市消防本部、鳥羽市消防本部、志摩市消防本部 

イ 検証医師 １１名（上記２医師会３病院の医師） 
ウ 会議等開催状況 
 （ア） 協議会 １回 

日時：令和６年２月１６日 
場所：伊勢地区医師会館３階講堂 

（イ）事後検証会 １２回 
毎月１回開催 
（日時：第４木曜日１９時～、場所：伊勢市消防本部４階 作戦会議室） 
事後検証会検証症例 ９４３件  

（ウ）「自己注射が可能なアドレナリン製剤投与」地域講習会 1回 
    日時：令和６年３月１２日（火） 
    場所：伊勢市消防本部４階 作戦会議室 

議題 

１ 令和５年度における三地域の救急概要、事後検証実績、社会復帰
事例、再教育単位取得及び事後検証会伝達事項について 

２ 三地域メディカルコントロール協議会経過報告及び事後検証件数 
について 

３ 救命救急士の資格取得及び特定行為の認定者数の推移について 
４ 令和６年度事後検証会年間計画等について 
５ 高齢者の救急搬送に係る課題となる事例について 
６ 三地域病院前救護プロトコルの改正について 
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施策２－２ 感染症対策の推進 

 
１ 感染症発生動向調査事業 

管内医療機関医師や医療機関定点から提供される感染症の発生状況をコンピュ
ータオンラインシステムにより三重県感染症情報センターへ報告しています。 

同センターで集約された感染症に関する情報は、インターネットを利用したコ
ンピュータシステムにより迅速に分析、提供、公開しています。 
（１）インフルエンザ・COVID-19（内科）定点・・・・４ヶ所 
（２）インフルエンザ・COVID-19（小児科）定点・・・７ヶ所 

 （３）小児科定点・・・・・・・・・・・・・・・・・７ヶ所 
 （４）眼科定点・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ヶ所 
 （５）ＳＴＤ定点・・・・・・・・・・・・・・・・・２ヶ所 
 （６）基幹定点・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ヶ所 

※COVID-19定点は五類移行後 
 
２ 発生動向病原体検査 

 感染症の患者情報とともに病原体に関する情報を一元的に収集・分析、提供、公
開するシステムを構築し総合的な感染症対策に資するため、有効かつ的確な検査
事業を実施しており、今年度の実施件数は以下のとおりでした。 

 
（１）実施件数（人数）                      令和 5年度 

            
（２）マダニ媒介性感染症検査実施数再掲（件数）        令和 5年度 

 
急性期 回復期 

血液 痂皮 血液 
ＰＣＲ 抗体 ＰＣＲ 抗体 

日本紅斑熱    73（38）  71（1）  44（33） 14（7） 

ＳＦＴＳ 2（2） 
 

 
 

ツツガムシ病 73（0）  

＊1人の患者から複数の検体提出がある為、検査実施人数とは一致しない。 
＊（   ）内は検査検体陽性数の為、発生届け人数と一致しない。 

基本事業１ 感染予防のための普及啓発の推進  （主担当 健康増進課） 
感染症の発生時に、県民の皆さんが正しい知識に基づいて行動できるよう、

研修会の開催など感染予防に関する普及啓発を行うとともに、感染症発生動向

調査システム等を活用した、感染症発生情報の収集・解析、関係機関や県民の

皆さんへの的確な情報発信に取り組みます。 

二類感染症 四類感染症 

ジフテリア 
劇症型溶血性 

レンサ球菌 

重症熱性血小板 

減少症候群(SFTS) 
つつが虫病 日本紅斑熱 レプトスピラ症 

2 1  2  73  73 6  

 
五類感染症
（全数） 

五類感染症（定点） 

麻疹 ヘルパンギーナ 感染性胃腸炎 上気道炎 

1  3  4  
3  

5  
5 
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基本事業２ 感染症危機管理体制の整備    （主担当 健康増進課） 
平常時から感染症の正しい知識の普及啓発を実施し、伊勢志摩地域における感

染症等の健康危機発生を予防するとともに、拡大防止のため迅速かつ的確な対策
を総合的に推進してまん延防止に努めています。 

 

１ 感染症発生状況（令和５年度） 
  一類感染症：０件 
  二類感染症：０件（結核を除く） 
  三類感染症：腸管出血性大腸菌感染症８件（無症状病原体保有者を含む） 
  四類感染症：重症熱性血小板減少症候群（SFTS）２件、つつが虫病０件、 

日本紅斑熱 ５２件、レジオネラ症７件、レプトスピラ症１件、 
  五類感染症：カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症１３件、劇症型溶血性レン

サ球菌感染症２件、侵襲性インフルエンザ菌感染症１件、侵襲性肺
炎球菌感染症７件、梅毒１４件、破傷風１件 

 
 （１）発生状況の推移（三類感染症） 
                                 （年度） 

区  分 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

細菌性赤痢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

腸チフス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

パラチフス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

腸管出血性 
大腸菌感染症 

7 10 1 3 8 1 6 9 6 8 

合  計 7 10 1 3 8 1 6 9 6 8 

 
２ 行政検査実施件数 

 家族及び接触者 菌陰性化 計 

腸管出血性大腸菌感染症 17 9 26 

 
３ 感染症発生対応（疫学調査・社会福祉施設等の指導） 
 （１）疫学調査実施数  

感染症名 
管内
発生 

県内他保健所
からの依頼 

県外からの 
依頼 

計 

腸管出血性大腸菌感染症  ８   ８ 
レジオネラ症 ７ １ １ ９ 

 
 （３）社会福祉施設や医療機関の施設内における感染症等集団発生時届出報告書の

受理と蔓延防止対策指導  

感染症名 対応数 

新型コロナウイルス感染症 93 

インフルエンザ A 5 

感染性胃腸炎 1 

疥癬 1 
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４ 検疫実施状況 
   検疫通報件数  ０件 
 
５ 伊勢地域感染症対策会議の開催    

管内関係機関職員等と、新型コロナウイルス感染症対策について情報共有を行い
ました。 

回数 開催日時 場所 内容 

第 1回 
令和 5年 5月 2日 
 

19：00～20：00 

県伊勢庁舎   
201会議室 
 
（WEB会議） 

１ 三重県の対応方針について 
２ 段階的な移行期における入

院・転院調整について 
３ 医療機関・高齢者施設等にお

ける集団感染発生時の対応
について 

４ 伊勢保健所の体制について 

第 2回 
令和 6年 3月 22日 
 
 19：00～20：00 

県伊勢庁舎 
集団指導室 
 
（WEB会議） 

１ 管内の感染症発生状況につ
いて 

２ 伊勢保健所健康危機対処計
画（感染症編）の策定につい
て 

３ 新型コロナウイルス感染症
の令和 6 年 4 月以降の対応
について 
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基本事業３ 感染症対応のための相談・検査の推進 
（主担当 健康増進課） 

結核患者への検査及び家族・接触者への健康診断を実施し、まん延の防止を図
ります。 

性感染症まん延防止のため、知識の啓発を図ると共に相談や検査を実施しま
す。 

 

１ 結核予防対策 
結核の予防及び結核患者に対する適正な医療の普及を図るとともに、接触者健

診に重点を置き患者管理の徹底を図りました。  

新たに発生する結核患者に占める高齢者の割合は年々増加傾向にあることか

ら、高齢者に関わる各機関に対し結核についての普及啓発を行うなど、早期発

見・早期治療及び服薬支援体制整備に繋げました。 

    

（１）定期健康診断実施状況                   令和 5年度 

                                                                                              

     区 分  

                   

  種 別                                                                                                                                       

定     期 

計 
事業者 

学 校 長 
施設 

の長 

市 町 長 

高校 大学 その他 乳幼児 
65歳 

以上 

その 

他 

ＢＣＧ接種者数      1,021   1,021 

間接撮影者数 1,303 826 0 74 595  2,112 0 4,910 

直接撮影者数 9,389 1,155 646 265 1,619  11,615 0 24,689 

喀 痰 検 査 0 0 0 0 0  0 0 0 

被 
発 
見 

者 

数 

結 核 患 者 0 0 0 0 0  0 0 0 

結核発病のお

それがあると

診断された者 

0 0 0 0 0  0 0 0 

 

（２）健康診断及び精密検査実施状況       
 

患者家族及び接触者健診実施状況（令和 5年度分） 

 勧告書 

発行数 

ツ反 

検査 

ＢＣＧ 

接 種 

Ｘ線直 

接撮影 

喀痰 

検査 

赤沈 

検査 

QFT 

検査 

保健所実施 
156 

0 0 14 0 0 139 

委託 0 0 1 0 0 0 

 

 潜在性結核感染症 患者 

保健所実施 0 0 

委託 0 0 
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管理検診実施状況（令和 5年度分） 

区分 
Ｘ線直 

接撮影 
異常なし 精密検査 発病のおそれ 

保健所実施 25 25 0 0 

HC以外 26 25 1 0 

 

（３）結核登録患者状況 （ＬＴＢＩ除く） 

   市町別結核登録者数                令和 5年 12月 31日現在 

区分 

 

市町名 

登録数 活動性 新登録数 人口 有病率 罹患率 

伊勢市 23  10  10  118,884  8.4  8.4  

鳥羽市 5 0  0  16,402  0  0  

志摩市 9  6  7  42,873  14.0  16.3  

玉城町 1 1    1  14,714  6.8  6.8  

度会町 0  0  0  7,538  0  0  

大紀町 3  1  1  7,062  14.2  14.2  

南伊勢町 4 2     3  9,877  20.2  30.4  

管内合計 45  20  22  217,350  9.2  10.1  

 （注）人口は令和 5年 10月 1日現在。 

有病率：活動性全結核患者数／人口×10万人     

罹患率：新規登録結核患者数＊／人口×10万人  ＊潜在性結核感染症除く 

 

（４）結核に関する統計資料 

新登録患者数と罹患率の年次推移 
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20



 

 

（５）令和 5年度結核対策特別促進事業 

    患者の高齢化に伴い、既往疾患や合併症により入院が長期化するケースや高

齢者施設へ入所するケースがあります。福祉関係者には、平常時の対応（健康

観察等）から発生時の対応と治療中の患者管理等について周知するとともに、

服薬支援者と連携を図りながら結核患者が地域で確実に服薬継続出来るよう支

援し、治療完遂を目指しました。 

 

  ア 結核病床を有する病院とのＤＯＴＳカンファレンス 

    参 加 者：医師、看護師、ソーシャルワーカー等 

    実施回数：１２回（伊勢赤十字病院）、１回（三重中央医療センター） 

    内  容：入院中及び退院後の患者についての事例検討、情報交換 

   

イ 個別の服薬支援 

    結核患者延べ 134件：訪問 37件、電話・来所 91件、その他６件 

ＬＴＢＩ患者述べ 10件：訪問０件、電話・来所 10件 

   

ウ 結核の知識普及・啓発 

（ア）研修会の実施 

管内の高齢者施設３施設にて延べ４回実施 

   （イ）保健所ホームページに掲載 

      結核予防に関する知識・情報について 

 
２ エイズ相談・検査及び普及啓発事業    
  エイズ対策として、性感染症や大きな社会問題となっているエイズのまん延防
止をはかるため、知識の普及、啓発を図るとともに、検査、医療の充実、相談、指
導など総合的に事業を展開しました。 

 
（１） エイズに関する正しい知識の普及啓発を図るとともに相談及び抗体検査を実

施しました。 
                          
  ア 相談受付内訳                 令和 5年度 

区分 電話相談件数 来所相談件数 合計 

男 2  18  20  

女 0  8  8  

合計 2  26  28  

 
  イ エイズ抗体検査実施状況 

区分 件数 

男 26  

女 12  

合計 38  
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（２） エイズ予防、患者及びＨＩＶ感染者への偏見の除去、さらに共生社会への構
築を図るための普及啓発を実施しました。 

ア ＨＩＶ検査時に相談者にアンケート調査を実施し、ＨＩＶに関する知識、理
解度を把握しました。 

 
イ 世界エイズデーキャンペーン実施状況 

実施期間 対象者 内   容 

令和 5年 10月 29日 皇学館大学 

学祭（倉陵祭）に参加し、来場者に
啓発用ティッシュ・カード・パンフ
レットを配布。啓発ポスターの掲
示。世界エイズデーの周知と保健
所での HIV無料匿名検査の啓発。 

令和 5年 11月 27日 
～12月 5日 

みたすの湯 
啓発ポスターの掲示、啓発用ティ
ッシュ・カード・パンフレットを設
置。 

令和 5年 11月 26日 
～12月 26日 

伊勢庁舎の 
来庁者 

伊勢庁舎で、啓発ポスターの掲示、
啓発用ティッシュ・パンフレット
を設置。 

 
３ 特定感染症検査 
（１） 梅毒等検査状況 

「性感染症に関する特定感染症予防指針」に基づき、エイズ相談・検査の希
望者に対して梅毒検査を実施することにより性感染症の予防の推進を図り、
またウイルス性肝炎の検査を推進することで、これら感染症のまん延の防止
及び発生予防を図りました。 

                令和 5年度 
  梅 毒 Ｂ型肝炎 C型肝炎 

男 26  27  27  

女 12  12  12  

合 計 38  39  39  
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施策２－４ 健康づくりの推進 

 
１ 健康づくり総合推進事業 
 

平成２５年度から令和５年度までの１１年間を計画期間とした「三重県健康づく
り基本計画」の基本的方針である、地域住民の「健康寿命の延伸」と「幸福感を高
める心身の健康感の向上」をめざし、伊勢志摩地域においても地域の健康課題の解
決にむけ、市町保健行政や職域保健など関係各分野と情報共有及び情報交換の場を
設けるとともに健康づくりの主要要素である栄養・運動・休養の啓発を主軸に社会
資源の活用も図りながら、生活習慣病予防及び重症化予防を推進してきました。 
平成３０年度からは、県民１人ひとりが主体的に健康づくりに取り組むため、ま

た、その取組を社会全体で支える環境づくりのために「三重とこわか健康マイレー
ジ事業」を実施しています。 

 

（１） 伊勢保健所管内地域・職域連携推進懇話会の開催 
地域と職域が連携し、生涯を通じた継続的な保健サービスの体制を整備し、効

果的な協働による健康づくり事業（メンタルヘルス・自殺対策を含む）を推進す
ることを目的として、各分野（医師会、歯科医師会、事業所、ＮＰＯ団体、食生
活改善推進協議会、青年会議所、学校保健会、市町行政）代表からなる懇話会を
開催しました。 
 

開催日 内容 対象 

令和 5年 9月 28日 

① 三重県健康づくり基本計画、健康マイレ
ージ事業、メンタルヘルス対策、糖尿病
重症化予防事業、受動喫煙対策、歯科保
健事業等の取り組みについて情報共有 

② 自殺予防講演会の共催計画 

委員 
25名 

 
 （２）管内市町との健康づくり事業の情報共有の実施 

地域の健康課題、保健活動の体制状況、本年度の事業予定等について、各市町
から情報収集および意見交換を実施しました。また、その内容については管内市
町保健・福祉行政栄養士連絡調整会議で情報を共有しました。 
 

開催日 内容 対象 

令和 5年 8月 10日 

市町新規・重点取組事業、非常・災害時の栄
養・食生活対策及び保育所給食での対応、健
康日本 21 推進のための栄養・食生活の施策
の企画・調整について 等 

管内市町
栄養士 
11名 

 
 
 
 
 

基本事業１ 望ましい生活習慣の確立による健康づくりの推進 
  (主担当 健康増進課) 

健康寿命の延伸に向けて、生活習慣の改善を図るとともに、合併症により自

立した日常生活が制限されるおそれのある糖尿病等の生活習慣病について、発

症や重症化を予防するための取組を推進します。 
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（３）三重とこわか健康マイレージ事業の実施状況（令和６年３月３１日現在） 
ア 取組市町数           ７市町 

（三重とこわか健康応援カード配布１０２５人） 
イ 管内特典協力店数      １３６店舗 
ウ 管内取組協力事業所数     １１事業所 
 

（４）たばこ対策 
平成３０年に健康増進法の一部を改正する法律が成立・公布されたことを受け、

「望まない受動喫煙をなくす」ことを目的とした基本的な考え方に基づき、「世
界禁煙デー」や「禁煙週間」において地域住民向けに、食品衛生責任者養成講習
会や再講習会等において事業主に対し、それぞれ周知啓発を行いました。 

ア 世界禁煙デー・禁煙週間 
世界禁煙デー及び禁煙週間にあわせて５月３０日から６月５日に庁舎玄

関ロビーにコーナーを設置し、ポスターの掲示、パンフレット、啓発用ポケ
ットティッシュを配布し、啓発を行いました。また、世界禁煙デー（５月３
１日）には周知のための庁内アナウンスを行いました。 

イ 飲食店経営者（管理者）向けの周知啓発 
食品衛生責任者養成講習会や再講習会において、参加者に対し受動喫煙対

策に関する周知啓発を行いました。 
（ 講習会詳細 ） 

講習会区分 開催場所 開催回数 出席人数 

養成講習会 伊勢市 5 224 

再講習会 

伊勢市 24 421 

鳥羽市 6 106 

志摩市 6 191 

合  計 41 942 

 

（５）歯と口の健康づくりの支援 
歯科口腔保健の推進に関する法律や条例が施行され法整備が進むなか、「歯と口の

健康週間」、「８０２０推進月間」及び「いい歯の日」にあわせて、６月５日から６
月１２日、１１月１日から１１月９日に庁舎ロビーにおいて、ポスターの掲示、のぼ
りの設置、チラシ、歯ブラシの配布を行いました。 
 
 

２ 健康食育推進事業 
幅広い世代を対象とした健康的な食習慣の形成を図るため、野菜摂取の増加や

食塩摂取の減少に向けた普及啓発を行うとともに、多様な主体と協働し、食育活
動や県民のライフステージに応じた食環境づくりを推進しました。 

（１）野菜フル３５０推進事業 
食生活の現状をみると、県民の全ての年代で野菜の摂取が不足しており、生活

習慣病予防の視点などから課題となっています。健康的な食生活が実践できるよ
う、１日の野菜摂取の目標量を３５０ｇとし、野菜摂取の増加に焦点をあてた事
業を推進しました。また、健康的な朝食習慣の定着及び野菜摂取不足の解消を図
るために、朝食における野菜摂取を推進しました。 
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ア 普及啓発等 

日 程 内  容 

 

① 令和 5年 5月～8月 
 
 
 
 
② 令和 5年 6月 
 
 
 
 
 
③ 令和 5年 9月 
 
 
 
 
④ 令和 5年 9月 26日 
 
 
 
 
⑤ 令和 5年 10月 9日 
 
 
 
 
⑥ 令和 5年 11月 8日 
 
 
 
 
 
⑦ 令和 5 年 11 月 10 日

～20日 
 
 
 
⑧ 令和 5年 3月 

 

健康づくり応援の店を通じた啓発 
場所：健康づくり応援の店（10店舗） 
啓発物品配布数：1220個 
内容：野菜 350ｇ摂取等に関する啓発物品の配布等 
 
食育月間及び食育の日の啓発 
場所：伊勢庁舎玄関ホール 
啓発物品配布数：805個 
内容：野菜 350g（フードモデル）の展示や野菜摂取を

促すポスター掲示等 
 
食生活改善普及月間及び健康増進普及月間の啓発 
場所：伊勢庁舎玄関ホール 
啓発物品配布数：390個 
内容：食生活改善を促すポスター掲示等 
 
コープみえ商品・くらしの活動交流会における啓発 
場所：県営サンアリーナ 
啓発物品配布数：304個 
内容：野菜 350ｇ摂取、食事バランス等の啓発 
 
福祉フェスティバルにおける啓発 
場所：県営サンアリーナ 
対象人数：約 310名 
内容：野菜 350ｇ摂取、食事バランス等の啓発 
  
調理師再講習会等における啓発 
場所：県伊勢庁舎 402会議室 
対象人数：講習会受講者 33名含む 120名 
内容：健康づくり（減塩・いせしま健康もてなしの店
等について） 
 
世界糖尿病デーの啓発 
場所：県伊勢庁舎 1階ロビー 
啓発物品配布数：132個 
内容：野菜 350ｇ摂取、生活習慣病予防に関する啓発 
 
女性の健康週間の啓発 
場所：県伊勢庁舎 1階ロビー及びみたすの湯（ミタス
伊勢内） 
啓発物品配布数：200個 
内容：野菜 350ｇ摂取の啓発 

（２）食環境整備事業 
ア 「健康づくり応援の店」の登録更新及び情報発信  

健康に配慮した食事や健康づくりに関する適切な情報を提供する飲食店を
「健康づくり応援の店」として登録及び更新、お店を通じた健康情報の発信を 
しました。 

   登録店舗数 ５２店舗（令和５年度 更新３店舗、新規１店舗、解除１店舗） 

25



 
 

イ 「いせしま健康もてなしの店」の取組推進と情報発信 
  「健康づくり応援の店」登録店であり、健康を視点としたおもてなしを提供す
るお店を「いせしま健康もてなしの店」として登録しています。また、登録店が
それぞれの持つ多彩な特色を活かし、情報を共有し、連携を進めることにより誰
もが楽しく食事ができる店づくりを支援するとともに、オリジナルホームページ
から情報を発信するなど健康的な食環境の整備を図りました。 

登録店舗数    ５１店舗   
（ア）いせしま健康もてなしの店推進委員会運営等への支援 
（イ）資質向上のための支援 

 令和５年度いせしま健康もてなしの店研修会の開催は中止しました。 
（ウ）その他支援 

ホームページへの掲載と随時更新 
 http://www.pref.mie.lg.jp/NHOKEN/HP/76862045739.htm 

 
３ 栄養施行事務事業 
（１）給食施設等指導 

健康増進法、同法施行細則に基づき、給食施設の栄養管理に関する指導支援を
実施し、非常時の食料備蓄や対応マニュアルの整備状況の確認を重点的に行いま
した。 
また、給食関係者の資質向上を目指した研修会を開催しました。 

 
ア 給食施設巡回指導 

区 分 
管理栄養士配置

の知事指定施設 

特定給食施設 

（知事指定施設を

除く） 

一般給食施設 合 計 

実施施設数      5 23      38         66  

 
イ 給食施設個別相談・指導 

相談・指導件数   ６件 
 
ウ 給食施設従事者研修会 

開 催 日 内 容 参加者 

令和６年 
1月17日 

講演：「栄養ケアマネジメントの充実に向けて 」 
講師：医療法人紀南会 熊野病院 下田 淑子 氏 
個別質問・相談会、情報交換 
場所：県伊勢庁舎 401会議室 

 
 

37人 

 
（２） 栄養表示等の指導支援 

健康増進法に基づき虚偽誇大広告の禁止、栄養表示基準及び食品表示基準に
かかる相談・指導を行いました。 
・特別用途食品・栄養表示等の相談・指導 

     相談・指導件数   ５９件 

（３） 栄養相談指導事業 
栄養相談のニーズに応じて個別の栄養指導を行いました。 
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（４）人材育成・支援 
 ア 市町栄養士支援 

市町保健・福祉行政栄養士連絡調整会議の開催 ２回 
 主な取組：非常・災害時の栄養・食生活対策、保育所等での対応及び食事 

提供体制について課題取組、情報交換等 
 イ 地域活動栄養士活動支援 

情報提供・情報交換会等    ８回 
ウ 食生活改善地区組織活動支援 

組織運営及び活動支援等       ３回 
 
※人材育成としての管理栄養士学生臨地実習は「施策２－１ 基本事業２  
医療分野の人材確保」に掲載しています。 
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基本事業３ 難病対策の推進        （主担当 地域保健課） 

難病患者の病気や日常生活に対する不安の軽減を図るため、保健所にお

いて特定医療費受給申請時に面接を行い状況を把握します。 

また、保健師などによる家庭訪問を実施し、患者の病状変化に応じた援

助を行い、地域における支援体制の充実を図ります。 

 
１ 難病対策の状況 

「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づき、原因が明らかでな
く治療困難でかつ長期の療養を必要とする難病患者の医療費の負担軽減を図
るとともに、患者および家族等への療養支援や生活支援を行い精神的・身体
的不安の軽減を図りました。 

また、先天性血液凝固因子障害等の患者に対し、医療費の公費負担を行い
精神的・身体的不安の解消を図りました。 

 
（１）特定医療費受給者の状況 

患者数が少なく治療が極めて困難であり、長期の療養を要し、高額な治 
療費を必要とする難病法に基づき指定された３３８疾患のうち下記の疾患
患者について医療費の自己負担を軽減し治療の促進を図りました。 

 
                        令和6年3月 31日現在  

番 
 

号 

         市町名 
 

疾病名 

伊 
勢 
市 

鳥 
羽 
市 

志 
摩 
市 

玉 
城 
町 

度 
会 
町 

大 
紀 
町 

南 

伊 

勢 

町 

合 

計 

1 球脊髄性筋萎縮症  5 1 2 0 0 0 0 8 

2 筋萎縮性側索硬化症 13 1 3 1 1 0 3 22 

5 進行性核上性麻痺 8 2 2 1 1 0 0 14 

6 パーキンソン病 141 21 63 11 6 10 23 275 

7 大脳皮質基底核変性症 7 0 2 0 0 1 1 11 

8 ハンチントン病 4 0 0 0 0 0 0 4 

10 シャルコー・マリー・トゥース病 2 0 0 0 0 0 0 2 

11 重症筋無力症 34 7 19 3 1 2 3 69 

13 多発性硬化症／視神経脊髄炎 30 1 9 4 1 2 2 49 

14 
慢性炎症性脱髄性多発神経炎／
多巣性運動ニューロパチー 

7 1 4 1 1 0 4 18 

15 封入体筋炎 1 0 0 0 0 0 1 2 

17 多系統萎縮症 10 2 4 0 0 1 1 18 

18 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く) 19 6 12 3 1 2 4 47 

19 ライソゾーム病 2 0 0 0 0 0 0 2 

20 副腎白質ジストロフィー 0 0 1 0 0 0 0 1 

21 ミトコンドリア病 0 0 0 0 0 0 1 1 

22 もやもや病 11 4 4 2 3 0 1 25 
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番 
 

号 

市町名 
 

  疾病名 

伊 
勢 
市 

鳥 
羽 
市 

志 
摩 
市 

玉 
城 
町 

度 
会 
町 

大 
紀 
町 

南 

伊 

勢 

町 

合 
 

計 

26 HTLV-1関連脊髄症 0 1 1 0 0 0 0 2 

28 全身性アミロイドーシス 4 1 2 0 0 0 0 7 

30 遠位型ミオパチー 0 1 0 0 0 0 0 1 

34 神経線維腫症 3 1 0 1 0 1 0 6 

35 天疱瘡 4 0 1 0 0 1 0 6 

36 表皮水疱症 0 1 0 0 0 0 1 2 

37 膿疱性乾癬（汎発型） 0 0 1 1 0 0 1 3 

38 スティーブンス・ジョンソン症候群 1 0 0 0 0 0 0 1 

39 中毒性表皮壊死症 0 0 0 1 0 0 0 1 

40 高安動脈炎 6 0 0 0 0 0 0 6 

41 巨細胞性動脈炎 1 0 1 0 0 0 0 2 

42 結節性多発動脈炎 5 1 1 0 0 0 1 8 

43 顕微鏡的多発血管炎 8 2 2 2 1 0 2 17 

44 多発血管炎性肉芽腫症 2 1 0 1 1 0 1 6 

45 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 6 0 6 0 0 1 0 13 

46 悪性関節リウマチ 13 2 8 1 1 0 1 26 

47 バージャー病 1 0 1 0 0 0 0 2 

48 原発性抗リン脂質抗体症候群 1 0 0 1 1 0 0 3 

49 全身性エリテマトーデス 57 10 20 7 4 3 5 106 

50 皮膚筋炎／多発性筋炎 35 6 14 2 1 2 2 62 

51 全身性強皮症 36 3 18 5 0 4 3 69 

52 混合性結合組織病 8 2 6 1 1 0 3 21 

53 シェーグレン症候群 36 4 18 3 2 1 4 68 

54 成人スチル病 3 0 2 0 0 0 0 5 

55 再発性多発軟骨炎 1 0 1 0 0 0 0 2 

56 ベーチェット病 16 7 8 2 0 1 0 34 

57 特発性拡張型心筋症 37 6 18 4 7 1 4 77 

58 肥大型心筋症 2 0 4 1 0 0 1 8 

60 再生不良性貧血 6 2 2 0 1 0 0 11 

61 自己免疫性溶血性貧血 0 0 1 1 0 1 0 3 

62 発作性夜間ヘモグロビン尿症 3 0 0 0 0 0 0 3 

63 特発性血小板減少性紫斑病 13 2 8 5 1 0 3 32 

65 原発性免疫不全症候群 2 0 0 0 0 1 1 4 

66 IgＡ 腎症 11 0 1 2 1 1 1 17 

67 多発性嚢胞腎 11 2 5 0 0 0 4 22 

68 黄色靱帯骨化症 6 0 1 0 2 1 3 13 

69 後縦靱帯骨化症 43 9 9 3 4 1 9 78 
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番 
 

号 

市町名 
 

  疾病名 

伊 
勢 
市 

鳥 
羽 
市 

志 
摩 
市 

玉 
城 
町 

度 
会 
町 

大 
紀 
町 

南 

伊 

勢 

町 

合 
 

計 

70 広範脊柱管狭窄症 2 0 1 0 0 0 1 4 

71 特発性大腿骨頭壊死症 11 3 3 1 1 3 1 23 

72 下垂体性ADH分泌異常症 4 1 3 0 2 0 0 10 

74 下垂体性PRL分泌亢進症 4 1 3 0 1 0 0 9 

75 クッシング病 1 0 0 0 0 0 0 1 

77 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 3 1 0 0 2 0 0 6 

78 下垂体前葉機能低下症 11 2 5 0 0 0 3 21 

81 先天性副腎皮質酸素欠損症 0 0 0 1 0 0 0 1 

82 先天性副腎低形成症 0 0 0 0 0 0 1 1 

83 アジソン病 1 0 0 0 0 0 0 1 

84 サルコイドーシス 16 2 8 2 3 2 1 34 

85 特発性間質性肺炎 22 7 8 1 3 0 1 42 

86 肺動脈性肺高血圧症 2 0 0 0 0 1 1 4 

88 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 2 1 1 1 0 0 0 5 

90 網膜色素変性症 21 5 10 6 1 2 2 47 

93 原発性胆汁性胆管炎 35 5 13 4 1 1 2 61 

94 原発性硬化性胆管炎 1 0 3 0 0 0 0 4 

95 自己免疫性肝炎 4 0 8 0 0 0 0 12 

96 クローン病 52 4 7 6 4 5 1 79 

97 潰瘍性大腸炎 121 17 49 11 7 10 9 224 

98 好酸球性消化管疾患 2 1 1 0 0 0 0 4 

107 若年性突発性関節炎 3 0 0 0 0 0 0 3 

111 先天性ミオパチー 2 0 0 0 0 0 0 2 

113 筋ジストロフィー 7 3 0 0 1 0 1 12 

117 脊髄空洞症 1 0 0 0 0 0 0 1 

119 アイザックス症候群 0 0 1 0 0 0 0 1 

120 遺伝性ジストニア 0 0 1 0 0 0 0 1 

122 脳表ヘモジデリン沈着症 1 0 0 0 0 0 0 1 

127 前頭側頭葉変性症 2 0 0 0 0 0 0 2 

144 レノックス・ガストー症候群 1 0 0 0 0 0 0 1 

145 ウェスト症候群 2 0 0 0 0 0 0 2 

158 結節性硬化症 0 0 0 0 1 0 0 1 

160 先天性魚鱗癬 1 0 0 0 0 0 0 1 

161 家族性良性慢性天疱瘡 0 0 1 0 0 0 0 1 

162 類天疱瘡（後天性表皮水疱症を含む。） 5 1 3 0 0 0 2 11 

167 マルファン症候群 1 0 0 1 0 0 0 2 

171 ウィルソン病 2 0 0 0 0 0 0 2 

179 ウィリアムズ症候群 0 0 0 1 0 0 0 1 
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番 
 

号 

市町名 
 

  疾病名 

伊 
勢 
市 

鳥 
羽 
市 

志 
摩 
市 

玉 
城 
町 

度 
会 
町 

大 
紀 
町 

南 
伊 
勢 
町 

合 
 

計 

191 ウェルナー症候群 1 0 0 0 0 0 0 1 

193 プラダー・ウィリ症候群 0 0 1 0 0 0 0 1 

210 単心室症 1 0 1 0 0 0 0 2 

211 左心低形成症候群 1 0 0 0 0 0 0 1 

215 ファロー四徴症 2 0 2 0 0 0 1 5 

220 急速進行性糸球体腎炎 1 0 0 1 1 0 1 4 

221 抗糸球体基底膜腎炎 0 0 1 0 0 0 0 1 

222 一次性ネフローゼ症群 9 0 3 0 1 1 0 14 

223 一次性膜性増殖性糸球体腎炎 1 0 0 0 0 0 0 1 

224 紫斑病性腎炎 1 0 0 0 0 0 0 1 

226 間質性膀胱炎（ハンナ型） 3 0 3 0 1 0 0 7 

227 オスラー病 2 0 0 0 0 0 0 2 

235 副甲状腺機能低下症 1 0 0 0 1 0 0 2 

254 ポルフィリン症 0 1 0 0 0 0 0 1 

256 筋型糖原病 0 0 0 1 0 0 0 1 

266 家族性地中海熱 1 0 1 0 0 0 0 2 

271 強直性脊椎炎 8 1 5 0 0 0 0 14 

276 軟骨無形成症 1 0 1 0 0 0 0 2 

283 後天性赤芽球癆 1 0 0 0 0 0 0 1 

289 クロンカイト・カナダ症候群 1 0 0 0 0 0 0 1 

300 ＩｇＧ４関連疾患 6 0 1 1 1 0 0 9 

306 好酸球性副鼻腔炎 17 2 9 1 0 0 0 29 

331 特発性多中心性キャッスルマン病 0 0 0 1 0 2 0 3 

合         計 1,076  168 442 110 75 65 122 2,058 
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（２）特定疾患治療研究事業 
    難病法に基づく指定難病以外の疾患について、患者の医療費の負担軽減   

を図りました。 
               令和6年3月31日現在 

（ア）スモン治療受給者状況   １件 
（イ）先天性血液凝固因子障害治療受給者状況 

番 号 病        名 件 数 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

  第Ⅰ因子（フィブリノゲン）欠乏症 
  第Ⅱ因子（プロトロピン）欠乏症 
  第Ⅴ因子（不安定因子）欠乏症 
  第Ⅶ因子（安定因子）欠乏症 
  第Ⅷ因子欠乏症（血友病Ａ） 
  第Ⅸ因子欠乏症（血友病Ｂ） 
  第Ⅹ因子（スチュアートブラウア因子）欠乏症 
  第ＸⅢ因子（フィブリン安定化因子）欠乏症 
  Von Willebrand( フォン・ヴィルブラント) 病 

1  
― 
― 
― 
12 
1 
― 
― 
8 

合        計 22 

 
２ 難病在宅ケア事業 
  患者の療養上の不安解消を図り、関係機関との連携のもとに、適切な在宅

療養支援を行いました。 
 
（１）特定医療（指定難病）申請時等面接の実施 

患者個々の状況や療養上の困りごと及び問題点を明確にし、必要なケア
を行うため、申請手続に来所した患者・家族に対し面接及び電話による相
談支援を行いました。 

  新規申請 ：    ２６３件 
  個別面接 ：  延べ ３３件 

      電話相談 ：  延べ ５７件 
 
（２）訪問相談等の実施 

 主に筋萎縮性側索硬化症等の神経筋疾患患者および家族等への訪問によ 
る療養支援及び生活支援を行いました。 

      訪問人数 ： 延べ２６人 (実人員 ９人) 
 
３ 肝炎治療特別促進事業 

Ｂ型ウイルス性肝炎に対して主に行われる核酸アナログ製剤治療及びＣ
型ウイルス性肝炎に対して主に行われるインターフェロンフリー治療、ど
ちらの肝炎に対しても行われるインターフェロン治療にかかる医療費の自
己負担の軽減を図りました。 

 
（１）公費負担医療状況       令和5年4月1日～令和6年3月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区 分 申請件数  承認 

インターフェロン治療（３剤併用療法除く） 0 0 

インターフェロンフリー治療 7 7 

核酸アナログ製剤治療（新規） 10 10 

核酸アナログ製剤治療（更新） 158 158 

     合       計 175 175 
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４ 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 
Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変の入院医療費の

助成を行いました。令和５年度は更新 1 件実施しました。 
 
５ 原子爆弾被爆者対策 

原子爆弾に被爆し、今なお特別な状況にある者に対して、医療特別手当
の支給等の措置を講じ、その福祉の向上を図るとともに、健康診断及び医
療費助成を行い、健康の保持を図りました。 

（１）健康手帳交付、手当受給状況       令和 6 年 3 月 31 日現在（単位：人） 
 
 
 
 

伊
勢
市 

鳥
羽
市 

志
摩
市 

玉
城
町 

度
会
町 

大
紀
町 

南
伊
勢
町 

合 

計 

健康手帳 
交付状況 

男 2  3  4  0  0  0  1  10  

女 7  3  5  1  0  0  0  16  

計 9  6  9  1  0  0  1  26   

各

種

手

当 

医療特別手当 0  0  1  0  0  0  0  1  

特別手当 0  0  1  0  0  0  0  1  

保健手当 1  1  0  0  0  0  0  2  

健康管理手当 8  5  7  1  0  0  1  22  

葬祭料※ (4) 0  0   0  0  0  0   (4) 

   計 9    6 9  1  0  0  1  26  

※葬祭料については、令和５年度に申請があった件数を計上。 
 

（２）健康診断受診者状況       令和 6 年 3 月 31 日現在（単位：人） 

定期健康診断 

検査項目 一般検査 肝機能検査 ヘモグロビン A1c 

第 1 回春      10  10  10  

第 2 回秋  9  9  9  

 

がん検診 
(希望による) 

胃がん 肺がん 乳がん 
子宮 
がん 

大腸 
がん 

多発性
骨髄腫 

0  0  0  0  0  0  

 

市町名 

区分 
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政策３ 暮らしの安全 

施策３－４ 食の安全・安心と暮らしの衛生の確保 
     

 
１ 食品衛生業務 
（１）食品衛生関係施設数及び監視数 

令和５年度三重県食品監視指導計画に基づき、地域における食品衛生監視計画
を策定し、計画的・効果的な施設の監視指導や収去検査を実施しました。 

 

ア 旧食品衛生法に基づく許可を要する施設    令和６年 3月 31日現在 

業態 
伊勢 志摩 

施設数 監視数 施設数 監視数 

飲食店 

一般食堂、レストラン  229  87  177  66  

料理店 21  3  12  6  

すし屋 28  16  25  16  

めん類食堂 43  12  14  7  

仕出屋、弁当屋 25  4  14  8  

旅館、ホテル 56  9  183  65  

バー、キャバレー 2  0  3  0  

そうざい屋 37  17  23  21  

喫茶店 139  46  75  24  

自動販売機 3  0  0  0  

自動車 14  0  8  0  

露店 29  1  11  0  

その他 376  89  306  134  

菓子製造業 
パン 44  12  23  18  

パン以外 130  42  55  19  

乳処理業 1  1  0  0  

特別牛乳さく取処理業 0  0  0  0  

乳製品製造業 1  0  0  0  

集乳業 0  0  0  0  

                                                             

 

 

 

基本事業１ 食品と生活衛生営業施設等の衛生確保 
（主担当 衛生指導課） 

食品に起因する衛生上の危害の発生を防止するため、食品関係営業施設の監視指

導及び食品の収去検査を実施するとともに、衛生知識の普及啓発に努めます。更に、

生活衛生営業施設に対しても、適切な衛生管理を継続して確認するため、監視指導

を実施するとともに、講習会等を実施し、事業者の自主的な取組の促進を図ります。 
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業態 
伊勢 志摩 

施設数 監視数 施設数 監視数 

魚介類販売業 
店舗 65  14  62  31  

自動車 11  0  12  0  

魚介類せり売り業 3  1  10  1  

魚肉ねり製品製造業 4  3  2  1  

食品の冷凍冷蔵業 17  3  8  1  

かん詰・びん詰製造業 2  4  1  0  

喫茶店営業 

店舗 11  7  8  3  

自動販売機 48  1  8  1  

自動車 3  0  3  0  

あん類製造業 1  3  0  0  

アイスクリーム類製造業 22  14  17  9  

食肉処理業 
食肉 9  9  6  5  

食鳥 0  0  1  1  

食肉販売業 

食肉 31  15  18  16  

食鳥 7  4  1  1  

自動車 0  0  0  0  

食肉製品製造業 2  7  1  0  

乳酸菌飲料製造業 0  0  0  0  

食用油脂製造業 1  0  0  0  

ﾏｰｶﾞﾘﾝ･ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ 製造業 0  0  0  0  

みそ製造業 1  0  2  0  

醤油製造業 0  0  0  0  

ソース製造業 2  0  0  0  

酒類製造業 2  1  0  0  

豆腐製造業 1  1  2  0  

納豆製造業 0  0  0  0  

めん類製造業 4  4  2  1  

惣菜製造業 
つくだに 9  7  21  9  

そう菜 35  13  23  14  

添加物製造業 0  1  0  0  

食品の放射線照射業 0  0  0  0  

清涼飲料水製造業 1  0  1  1  

氷雪製造業 
店舗 4  0  1  1  

自動販売機 0  0  0  0  

合計 1,474 451  1,139 480  
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イ 改正食品衛生法に基づく許可を要する施設   令和 6年 3月 31日現在 

業態 
伊勢 志摩 

施設数 監視数 施設数 監視数 

飲食店営業 

一般食堂、レストラン等 186  123  99  86  

料理店 39  26  4    3 

すし屋 16  13  9  9  

めん類食堂 34  22  14  7  

焼肉店 15  5  10  8  

居酒屋 65  34  21  14  

仕出し屋、弁当屋 24  9  12  8  

委託給食 56  35  15  9  

旅館、ホテル 27  12  116  78  

バー、キャバレー 31  17  4       4 

惣菜店 16  8  6  3  

喫茶店   156  99  80  52  

自動車 32  12  16  6  

簡易営業 4  1  0  0  

露店営業 45  13  21  1  

臨時営業 10  0  0  0  

その他 296  155 165  108  

調理機能を有

する自動販売

機による営業 

飲食 0  0  0  0  

飲料 12 3 6  4  

氷雪 0  0  0  0  

食肉販売業 

食肉 23 11 9  7  

食鳥 1 1  0  0  

野生鳥獣肉 0  0  0  0  

魚介類販売

業 

店舗 45 25 68  78  

自動車 7 4 6  2  

魚介類競り売り営業 8 5  7  3  

集乳業 0  0  0  0  

乳処理業 2  2 0  0  

特別牛乳搾取処理業 0  0  0  0  

食肉処理業 

食肉 4 5 2  2  

食鳥肉 1  1  1  2  

野生鳥獣肉 2 1 2  2  

自動車 0  0  0  0  

食品の放射線照射業 0  0  0  0  
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業態 
伊勢 志摩 

施設数 監視数 施設数 監視数 

菓子製造業 

パン 30 17 15  17  

パン以外 151 95 58  31  

あん類 2  0  0  0  

アイスクリーム類製造業 8  9  2  3  

乳製品製造業 3  0 0  0  

清涼飲料水

製造業 

乳酸菌飲料 0 0  0  0  

その他 5  3  0  0  

食肉製品製造業 1 1  0  0  

水産製品 

製造業 

魚肉ねり製品 1  2  0  0  

干物 12 4  15  6  

その他 11  8  56  55  

氷雪製造業 2  0  0  0  

液卵製造業 0  0  0  0  

食用油脂 

製造業 

マーガリン・ 

ショートニング 
0  0  0  0  

その他 0  0  1  1    

みそ又はしょうゆ製造業 7  6  3  1     

酒類製造業 5  3  0   0 

豆腐製造業 6  4  0  0   

納豆製造業 1  0  0  0 

麺類製造業 7  10  2  1 

そうざい 

製造業 

つくだに 2  2  7  1 

そう菜 49  26  27  21 

半製品 4  4  0  0 

複合型そうざい製造業 0  0  0  0 

冷凍食品製造業 1  2  0  0 

複合型冷凍食品製造業 0  0  0  0 

漬物製造業 
浅漬 0  1  2  2 

その他 12  5  2  2 

密封包装食

品製造業 

缶詰または瓶詰 2  2  8  3 

レトルト 0  0  0  0 

その他 5  8  1  1 

食品の小分け業 2  1  1  1 

添加物製造業 3  1  0  0 

合計 1,489  856  893  642 
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ウ 届出を要する施設              令和 6年 3月 31日現在 

業態 
伊勢 志摩 

施設数 監視数 施設数 監視数 

魚介類販売業（包装） 91  6  35  5 

食肉販売業（包装） 118  9  25  5 

乳類販売業 227  18  97  13 

氷雪販売業 3  0  6  1 

コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 166  6  51  3 

弁当販売業 14  0  17  4 

野菜果物販売業 15  1  4  0 

米穀類販売業 16  0  2  0 

通信販売・訪問販売による販売業 6  3  0  0 

コンビニエンスストア     56  13  29  3 

百貨店、総合スーパー 55  21  16  13 

自動販売機による販売業 

（コップ式自動販売機以外） 
61  5  56  1 

その他の食料・飲料販売業 185  18  157  20 

添加物製造・加工業 2  0  0  0 

いわゆる健康食品の製造・加工業 1 0    0  0  

コーヒー製造・加工業（飲料以外） 11 0  5  0  

農産保存食料品製造・加工業 40 1  27  6  

調味料製造・加工業 12 1  10  1  

糖類製造・加工業 0 0  0  0  

精穀・製粉業 3 0  0  0  

製茶業 15 0  3  0  

海藻製造・加工業 25 5  46  3  

卵選別包装業 0 0  0  0  

その他の食料品製造・加工業 32 4  12  2  

行商 17 0  1  0  

集団給食施設 90 3  48  3  

器具、容器包装の製造・加工業（合成樹脂） 0 0  0  0  

露店、仮店舗等における飲食提供

のうち、営業とみなされないもの 
5 0  0  0  

（県規則）少数給食 7 0  20  0  

（県規則）福祉目的の調理 2 0  13  0  

（県規則）合成樹脂以外の器

具・容器包装、おもちゃの製造 
0 0  0  0  

その他 2 0  0  0  

合計 1,277 114  680  83  
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（２）食品等の収去試験結果 

                           令和 6年 3月 31日現在 

品目 

伊勢 志摩 

検体数 不適数 
不適理由 

検体数 不適数 
不適理由 

細菌 理化学 細菌 理化学 

魚介類 11  0  0  0  30  3  3  0  

魚介類加工品   8  0  0  0  1  0  0  0  

食肉／卵 1  0  0  0  1  0  0  0  

食肉製品 9  0  0  0  0  0  0  0  

乳製品等 9  0  0  0  0  0  0  0  

めん類 10  0  0  0  1  0  0  0  

野菜、果実等   6  0  0  0  11  0  0  0  

漬物 2  0  0  0  4  0  0  0  

菓子類 20  0  0  0  2  0  0  0  

清涼飲料水 10  0  0  0  0  0  0  0  

そうざい 30  0  0  0  60  2  2  0  

弁当 4  0  0  0  3  0  0  0  

保存食 0  0  0  0  3  0  0  0  

その他の食品 2  0  0  0  29  2  2  0  

牛乳 2  0  0  0  0  0  0  0  

拭き取り検査 0  －  －  －  18  －  －  －  

計 124  0  0  0  163  7  7  0  

   
（３）市場監視 
  伊勢志摩地域の物流の一拠点である伊勢志摩総合地方卸売市場を早朝監視する
ことで、広域流通する食品の把握と安全・安心な食品の流通確保に努めました。 
令和 5年度は１回実施しました。 

 
（４）食品衛生講習会等実施状況 

食品関係営業施設の食品衛生責任者の再講習を行うとともに、大規模食中毒等
の集団発生を防止するため、調理師会等の団体や大規模観光旅館、ホテル等の従
業員に食品衛生講習を行いました。       

令和 6年 3月 31日現在 
 
 
 
 
 
（５）食中毒発生状況 
  医師や患者等からの通報をもとに、原因施設や原因物質を突きとめるために、 
患者や施設等の細菌検査や疫学調査を行いました。 
令和 5年度は、管内で２件の食中毒事件が発生しました。 
 
 

   実施回数 参加延人員 

伊 勢 54回     994名  

志 摩 35回 1,001名 
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【食中毒の発生件数と患者数の状況】            （単位：件、人） 

 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

発生件数 2  2  2  

患 者 数 107  12  14  

 
２ 食品表示適正化事業 
  食品営業施設の監視、食品収去検査等の機会を捉え、食品表示法に基づく表示の

確認を行いました。 
  また、食品表示に関する相談や問い合わせに対して、表示制度の浸透を図り、理
解を深めていただくための助言や指導を行いました。 

 
（１）食品表示の監視指導実施状況          令和６年 3月 31日現在 

 件数 不適数 

伊勢 
監視数（店舗数） 115 22 

収去食品確認実績（食品数） 22 0 

志摩 
監視数（店舗数） 87 9 

収去食品確認実績（食品数） 14 0 

（２）食品の表示に関する相談実績         令和６年 3月 31日現在 

 
３ 「みえのカキ安心システム」取り組み 

平成９年から志摩保健所（現在の伊勢保健所衛生指導課志摩市駐在）で取り組ん
できたカキの衛生対策をもとに、平成１５年にみえのカキ安心協議会を立ち上げ、
カキ生産者への HACCP手法に基づく作業手順の徹底や消費者への安心情報（インタ
ーネットホームページ及び携帯電話ホームページによりカキシーズン中毎週提供）
の提供を行うことでカキによる健康被害の未然防止に努めています。 
 

（１）システム講習会開催状況 
システム参加希望施設に対して講習の受講を義務づけており、本システムの意

義や必要性、作業手順の説明とその遵守について周知を行いました。 
また、令和５年度は食品衛生法改正に伴う営業許可取得に関する講習を行いま

した。 

 
 
 
 

 相談 
件数 

内 訳 

 品質事項 衛生事項 保健事項 その他 

伊勢  108 74 55 43 2 

志摩   22 21 18 8 4 

開催日 開催場所 受講人数 

令和 5年 9月 4日（月） 中央公民館本浦分館 35 

令和 5年 9月 7日（木） 鳥羽磯部漁業協同組合的矢支所 12 

令和 5年 9月 12日（火） 桃取健康管理センター 6 

計 53 
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（２）カキ・浄化用海水検査状況 
   各カキ取扱施設を対象に生食用カキ、浄化用海水の検査を実施しました。 
 

 
 
 
 
 

＊三重県の「かきの取扱いに関する指導要領」に基づく管理運営基準を逸脱 
 するもの 
 

（３）安心情報ホームページ掲載状況 
昨年に引き続き各３海域（鳥羽海域浦村・桃取、的矢湾）のカキのノロウイル

ス検出状況、海水温、雨量等をはじめとした各養殖海域の状況や、その状況に応
じた生産者のとるべき措置、消費者への調理方法の変更などの情報提供を行いま
した。 
ホームページでは、カキが原因となるノロウイルスによる健康被害の発生を

未然に防止するため、過去の事例と次の５要因を総合的に判断して鳥羽海域・
的矢湾のカキの取扱いについて助言を行っています。 

 
５要因については次のとおりです。 
・要因１ 感染性胃腸炎の流行 
伊勢湾に河川が流れ込んでいる三重県内の地域の感染症発生動向調査で流行
を確認しています。 

・要因２ カキ養殖海域の水温 
養殖海域の海水温を測定しています。本システムでは、海水温が１０℃以下に
なった時点で「＋」と表記します。 

・要因３ ノロウイルス遺伝子 
水深３～３．５ｍのカキ（各養殖海域でサンプリングし、浄化していないカキ
３個を１検体とする）のノロウイルス検査を実施しています。 

・要因４ 降水量 
各養殖海域の最寄りの観測局の１日の降水量を確認しています。 
本システムでは、1日の降水量が５０mmを超えたとき「＋」と表記します。 

・要因５ カキによる健康被害の発生状況 
※令和５年１０月２日～令和６年３月２８日の毎週木曜日または金曜日にデータ更新を

実施 

※情報提供回数２７回 

※ホームページは平成１５年９月に開設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浄化用海水 
検体数 29  

不適検体数＊ 2  

生食用カキ 
検体数 30  

不適検体数＊ 3  
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４ 生活衛生業務 
理容師法、美容師法、クリーニング業法、公衆浴場法、興行場法に基づいて、

公衆衛生上遵守すべき基準について監視指導を行いました。 
近年増加している入浴施設等を原因とするレジオネラ症対策として、循環式浴

槽を有する公衆浴場や宿泊施設を中心とした施設の衛生管理状況を確認するた
めの立入検査を行いました。 
 

（１）生活衛生関係営業施設数               令和 6年 3月 31日現在 

業種 
 
市町名 

理容所 美容所 
クリーニング所 公衆浴場 

興行場 洗たく物
の処理 

取次所 
無店舗
取次店 

一 般 その他 

伊 勢 市 168  478  24  67  0  3  16  11  

鳥 羽 市 33  48  5  11  0  0  11  2  

志 摩 市 112  158  10  24  0  0  25  7  

玉 城 町 15  37  1  5  0  0  4  0  

度 会 町 11  13  0  3  0  0  0  0  

大 紀 町 20  25  1  2  0  0  3  0  

南伊勢町 25  40  2  6  0  0  1  0  

移動店舗 0  1  -  -  10  －  －  0  

合計 384  800  43  118  10  3  60  20  

監視件数 9  36  2  4  0  0  14 2  

 
（２）市町別旅館営業施設数  

旅館業法に基づいて、公衆衛生上遵守すべき基準について監視指導を行うととも
に、新規申請に際しては消防法及び建築基準法を管轄する部署と協力し、関係法令
遵守を確認後、許可しました。 
                          令和６年 3月 31日現在 

業態 
市町名 

旅館・ 
ホテル営業 

簡易宿所 
営業 

下宿営業 合 計 

伊 勢 

伊 勢 市 109  14  1  124  

玉 城 町 5  0  0  5  

度 会 町 4  2  0  6  

大 紀 町 24  24  0  48  

南伊勢町 44  10  0  54  

合   計 186  50  1  237  

監視件数 52  3  0  55  

志 摩 

鳥 羽 市 248  7  0  255  

志 摩 市 294  43  0  337  

合  計 542  50  0  592  

監視件数 156  11  0  167  
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基本事業２ 医薬品等の安全な製造・供給の確保 
（主担当 衛生指導課） 

医薬品などの品質管理体制確立のため、医薬品製造販売業者などに対する指導を

行うとともに、安全性の確保のため、監視指導の強化を図ります。また、安全な血

液製剤を安定的に確保するため、若年層を中心とした献血の確保の取組を充実する

とともに、骨髄バンクのドナー登録者の確保のため、献血ページェント開催時に普

及啓発をより一層推進します。 

 
１ 薬事業務 

  医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、毒物及
び劇物取締法、麻薬及び向精神薬取締法、覚醒剤取締法等に基づき、医薬品など
の適切な取扱い及び危害発生の防止を図るため、法令の遵守状況の監視指導を
行いました。 

薬事関係営業施設数及び監視指導状況         令和 6年 3月 31日現在 
事項 

業種 
施設数 監視数 

違反 
発見数 

主な違反内容 

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
法 

薬局 124  96  0   

医薬品製造業 
専    業 0  0  0   

薬    局 6  2  0   

特例販売業 2  1  0   

店舗販売業 64  27  0   

卸売販売業 16  8  0   

医療機器販売業 
高度管理 130  77  0   

管    理 934  156  0   

医療機器貸与業 
高度管理 61  32  0   

管    理 60  19  0   

再生医療等製品販売業 3  3  0   

小計 1,400  421  0   

毒
物
劇
物
取
締
法 

毒物劇物製造業 0  0  0   

毒物劇物 
販売業 

一般 55  29  0   

農業用 23  4  0   

特定品目 2  1  0   

業務上 
取扱者 

電気ﾒｯｷ業 4  3  0   

金属熱処理 1  0  0   

運送業 1  0  0   

小計 86  37  0   

麻
向
法
等 

麻薬卸売・小売業者 115  93  0   

麻薬診療施設（病院・診療所）  120  22  0   

覚醒剤原料取扱者      3  3  0   

小計 238  118  0   

合計 1,724  576 0   

 
 
 

43



 

 

２ 献血推進業務 
輸血による感染リスクを低減し、患者の安全性を向上させる献血方法であるこ 

 とから成分献血及び４００ｍＬ献血を推進しています。 
また、高校生をはじめとする若年層に献血啓発活動を通じて社会参加を体験し 

 てもらうため、「ヤングミドナサポーター」に１５名(参加５校)を委嘱しました。 
 
（１）管内の献血推移                      （人） 

区分 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

移動採血車（400mL献血） 2,005 2,411 2,309 

 
（２）管内献血状況 

献
血
バ
ス 

市町名 献血者計（人） 

伊勢市 1,084 

鳥羽市 132 

志摩市 441 

玉城町 466 

度会町 45 

南伊勢町 102 

大紀町 39 

伊勢管内 2,309 

 
３ 骨髄バンク事業 

各種イベント会場等において「三重県骨髄バンク推進連絡協議会（勇気の会）」等
関係団体の協力を得て骨髄バンク登録の啓発を図るとともに、献血ルーム「ハート
ワン」と臨時登録会で骨髄提供希望者の登録受付を行いました。 

 

イベント会場での啓発活動及び骨髄提供者登録受付の実施 
 

 臨時登録受付             登録者 １６名 
 

実  施  日 場   所 登録者数 

令和 5年  8月  1日 (火 ) 鳥 羽 市 役 所  3  

令和 5年 12月  7日 (木 ) 皇 學 館 大 学 3  

令和 5年 12月 20日 (木 ) 鳥羽商船高等専門学校 1  

令和 6年  1月  4日 (木 ) 伊 勢 市 役 所 8  

令和 6年  3月 17日 (日 ) イオン阿児店 1  
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基本事業３ 人と動物との共生環境づくり    (主担当 衛生指導課） 

「人と動物が安全・快適に共生できる社会」をめざし、殺処分数のゼロに向けた

取組や適正飼養の普及啓発の一層の充実を図ります。 

 
１ 狂犬病予防及び動物保護管理業務 

狂犬病予防法に基づき、犬を保護収容したほか、飼い主に対し犬の登録、狂犬病
予防注射を行うよう指導しました。 
また、三重県動物の愛護及び管理に関する条例に基づき、やむを得ず飼育できな

くなった犬と猫の引取り収容、犬による咬傷事故等危害防止、終生飼育や放し飼い
の防止等動物の適正飼養の普及啓発を行いました。 
 

（１） 犬及び猫の収容等                令和 6年 3月 31日現在 

  
（２）咬傷犬届出件数 

事故を起こした犬の飼い主に対し、事故届出書の提出と犬が狂犬病であるかどう
かの検診を受け、適正な飼養をするよう指導しました。 
   令和 6年 3月 31日現在 

 
 
 
 
 
 

２ 動物取扱業、特定動物飼養施設の監視指導 
 

第一種・第二種動物取扱業及び特定動物飼養施設に対し、動物の適正な飼養・取
扱いをするよう指導しました。                  

  令和 6年 3月 31日現在 

区   分 施設数（業種数） 監視施設数 

動物取扱業登録施設 
伊勢 94（123） 37 

志摩 37（46） 11 

 

区   分 施設数 監視施設数 

特定動物飼養許可施設 
伊勢 20 36 

志摩 13 5 

 

区分 種別 収容頭数 返還等頭数 譲渡依頼数 
殺処分依頼数 
現地処分数 

計 

伊勢 
犬 18 13 4 1 

猫 56 0 45 11 

志摩 
犬 14 12 2 0 

猫 23 0 18 5 

合計 
犬 32 25 6 1 

猫 79 0 63 16 

区分 件数 

伊勢 19 

志摩 3 

合計 22 
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１ 薬物乱用防止対策の充実 

家庭、地域における薬物乱用を撲滅する意識の高揚を図るため、広報啓発活
動を行いました。 

 
（１）広報啓発活動 

実施日 実施場所 行事名及び概要 

6月 20日(火) 
～7月 7日(金) 

県伊勢庁舎 
1階ロビー 

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動（薬物乱
用防止ポスター、薬物標本の展示、啓発
資材の配布） 

7月 4日(火) 
イ オ ン タ ウ ン 
伊勢ララパーク 

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動（社会を
明るくする運動と合同啓発） 

7月 12日（水） イオン阿児店 
「ダメ。ゼッタイ。」普及運動（社会を
明るくする運動と合同啓発） 

10月 4日（水） 
三重県立宇治山
田商業高等学校 

麻薬・覚醒剤乱用防止運動（文化祭にお
いてポスター掲示、薬物標本の展示） 

10月 30日（月） 近鉄宇治山田駅 
麻薬・覚醒剤乱用防止運動（啓発資材の
配布） 

10月 31日（火） 近鉄鳥羽駅 
麻薬・覚醒剤乱用防止運動（啓発資材の
配布） 

11月 1日(水) 
～11月 9日(木) 

県伊勢庁舎 
1階ロビー 

麻薬・覚醒剤乱用防止運動（薬物乱用防
止ポスター、薬物標本の展示、啓発資材
の配布） 

11月 29日(水) 
～12月 4日(月) 

イ オ ン タ ウ ン 
伊勢ララパーク 

薬物乱用防止ポスター入賞作品展示 

 
（２）薬物乱用防止指導員による活動 

知事から委嘱を受けた管内の指導員（学校薬剤師、保護司、元保護司等）と啓
発団体による啓発活動等を実施しました。 
ア 地域団体等の会合等を活用した啓発活動 
イ 街頭キャンペーンの実施 
ウ 地域住民等からの相談対応 

 
 
 
 

基本事業４ 薬物乱用防止対策の推進     （主担当 衛生指導課） 
薬物の乱用を防止するため、さまざまな関係者と連携し街頭啓発を中心とし

た活動を実施します。 

また、不正けし等を発見・除去し、撲滅に取り組みます。 
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２ 県民参加による大麻・けしクリーンアップ事業 
  大麻や麻薬等の原料となることから所持や栽培が禁止されているけしを撲滅す
るため、市町担当課窓口にパンフレット等を配布するとともに、けしの除去活動
を実施しました。 

 
○ けし除去実績 

 

  ソムニフェルム種 セティゲルム種 計 

箇所数（箇所） 0  9  9  

本 数 （ 本 ） 0  3,050  3,050  

 
 
 
 

実施年月日 市町別 面積（㎡） 除去本数 備考（けしの種類） 

令和 5年 4月 17日 玉城町  10    35  セティゲルム種 

令和 5年 4月 25日 伊勢市 150   209  セティゲルム種 

令和 5年 4月 28日 玉城町  400  2,254  セティゲルム種 

令和 5年 5月 10日 玉城町   400  21  セティゲルム種 

令和 5年 5月 10日 伊勢市 4  61  セティゲルム種 

令和 5年 5月 12日 志摩市  30  380  セティゲルム種 

令和 5年 5月 23日 大紀町 20  80  セティゲルム種 

令和 5年 5月 24日 伊勢市 0.5  5  セティゲルム種 

令和 5年 5月 31日 南伊勢町 30  5  セティゲルム種 
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Ⅲ 共生社会の実現  
政策１３ 福祉 
施策１３－１ 地域福祉の推進 

 
１ 対面相談支援事業 

保健師によるこころの相談 
       自殺関連１８件（うち２件訪問）、自死遺族支援０件 
 
２ 人材育成事業 

相談支援関係者スキルアップ研修：１回開催 ３７名 
 
３ 普及啓発事業 
（１） 自殺予防講演会 

開  催  日 内  容 及 び 対 象 人数 

令和 6 年 3 月 6 日 

講演：若者のメンタルヘルス 
講師：三重県立こころの医療センター  

ユース・メンタルサポートセンターMIE  
濱 幸伸 氏 

対象：保健師、社会福祉士、行政、教育関係者、 
社会福祉協議会、民生委員 等 

37 

 
（２）自殺予防週間啓発 

開  催  日 内        容 

令和 5 年 9 月 11 日 
   ～9 月 15 日 

県伊勢庁舎玄関ロビーにコーナーを設置し、ポスターの
掲示、パンフレット、啓発用ポケットティッシュの配布を
行いました。 

 
（３）自殺対策強化月間啓発 

実 施 期 間 内        容 

令和 6 年 2 月 29 日
～ 

令和 6 年 3 月 25 日 

県伊勢庁舎玄関ロビーにコーナーを設置し、のぼり旗を
立て、ポスターの掲示、パンフレット、啓発用ポケットテ
ィッシュの配布を行いました。 
また、月間中に職員が自殺対策ジャンバーを着用し啓発

に努めました。 

令和 6 年 3 月 4 日 
～3 月 15 日 

 商業施設の協力を得てコーナーを設置し、ポスターの掲
示、パンフレット、ポケットティッシュを配布し、啓発に
努めました。 

 
４ 関係機関との連携等 
（１） 伊勢保健所管内地域・職域連携推進懇話会の開催 
  ア 日時：令和５年９月２８日（木） １３時～１４時 
  イ 内容：自殺対策及びメンタル対策、健康マイレージ事業、歯科保健事業、

受動喫煙対策、糖尿病重症化予防事業、健康づくり事業(栄養・運動）
について情報共有 

（２）自殺対策強化月間の啓発を、伊勢市と協力して実施しました。 

 
基本事業２ 生きづらさを抱える人の支援体制づくり 

（主担当 健康増進課） 
社会環境の複雑化に伴い、地域ではさまざまなこころの健康問題が起こっ

ています。こころの交流を豊かにすることで住民が地域で孤立せず、誰もが
住み良い地域づくりをめざして各事業を実施しています。 
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施策１３－２ 障がい者福祉の推進 

 
１ 精神障がい者診察申請・通報届出状況            

               年 度 
区 分 

28 29 30 1 2 3 4 5 

法 22条申請（診察及び保護の申請） 1 0 0 0 1 0 0 0 

法 23条通報（警察官の通報）  31 40 28 42 62 54 41 36 

法24条通報（検察官の通報） 0 0 0 0 0 0 0 0 

法24条の2通報（保護観察所長の通報） 0 0 0 0 0 0 0 0 

法25条通報（矯正施設長の通報） 0 0 0 0 0 0 0 0 

法25条の2届出（病院長の届出） 0 0 0 0 0 0 0 0 

申請・通報・届出の結果 

措置入院 15 13 17 26 26 26 18 18 

不措置 12 23 9 15 24 18 13 14 

診察不要 5 4 2 1 13 10 10 4 

                                      ※措置入院に緊急措置入院含む 

 

２ 市町別精神障害者保健福祉手帳所持者数及び自立支援医療費 
受給者証所持者数 

令和 6年 3月 31日現在 

市町 
精神障害者 
保健福祉手帳
所持者数 

等級内訳 
自立支援医療費 
受給者証所持者数 1級 2級 3級 

伊 勢 市 1,209 69 729 411 1,987 

鳥 羽 市 130  5 72 53 219 

志 摩 市 488 18 330 140 731 

玉 城 町 104 2 57 45 190 

度 会 町 61 0 37 24 91 

大 紀 町 58 1 36 21 97 

南伊勢町 90 7 60 23 142 

合 計 2,140  102 1,321 717 3,457 

 

基本事業４ 精神障がい者の保健医療の確保 （主担当 地域保健課） 
精神障がい者の実態把握に努め、精神保健福祉の普及・啓発を図ります。 

社会復帰の促進と自立、社会参加を目的に自立支援医療費（精神通院医療）

受給者証や精神障害者保健福祉手帳を交付します。 

精神障がい者を地域で包括的に支えるため、関係機関及び地域住民に保健所

事業や精神障がい者への理解を得るよう地域への普及啓発を充実させ、また地

域での受け皿づくり等、精神障がい者のよりよい地域支援体制づくりに向けて

の活動を行います。 
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３ 伊勢保健所地域精神保健福祉連絡会の開催 
【事業目的】 
地域精神保健福祉対策を総合的かつ効果的に促進するため、関係者の連携強化、

精神障がい者に対する地域ケアの充実及び住民のこころの健康づくりを図りま
した。 
【構成】 

市町、相談支援事業所、福祉サービス事業所、精神科病院・クリニック、地域包
括支援センター、警察等 

開 催 日 場 所 内     容 

○ 危機ネットいせ 

令和 6年 2月 8日 
14:00～16:00 

県伊勢庁舎 
（一部 web） 

・23条通報・退院後支援の状況等 
・意見交換 
（参加）42名（うち web＝13名） 

令和 5年 5月 23日 
13:30～14:20 

令和 5年 12月 14日 
13:30～14:30 

伊勢警察署 

情報交換会 
・23条通報等の事例共有・意見交換 
（参加）のべ 11名  令和 5年 5月 30日 

10:00～10:50 
令和 5年 12月 18日 

10:00～10:40 

鳥羽警察署 

 

４ 施設等関係機関支援 
障がい福祉サービス事業所、家族会、当事者会等において、精神障がい者の自立

や社会参加に向けての一資源として充実を図っていけるよう支援しました。 
（１）職員への指導・支援 ： 随時 
（２）ケース会議への出席 ：４７回 
（３）家族会への出席・連絡調整  ：なし 
（４）当事者会・回復者会への出席 ：１回 
（５）市町及び関係機関主催会議等への出席 ：１２回 
（６）市町相談支援連絡会  ：７回 

 
５ 相談・訪問事業 
   精神障がい者の地域ケアを充実させるため、精神科医によるこころの健康相談

を開催しました。 
（１）こころの健康相談 

方  法 ： 市町広報で周知を図り、電話予約による個人面接相談 
スタッフ ： 精神科医師・保健師 
日  時 ： 奇数月第４木曜日 １３：３０～１５：２０ 

     場  所 ： 県伊勢庁舎（年６回）   
延べ件数 ： ４件 

（２）その他随時の相談  延件数     ４４件  実人員   ３０人 
（３）電話相談      延件数    ９９２件  実人員  １８１人 
（４）訪問指導      延件数     ７９件  実人員   ３６人 
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Ⅳ 未来を拓くひとづくり 

政策１５ 子ども 

施策１５－４ 結婚・妊娠・出産の支援 

 
１ 特定不妊治療費助成事業 

指定された医療機関において、特定不妊治療（体外受精か顕微授精）を受けた夫         
婦を対象に、治療費の一部を助成しました。 

なお、令和４年度から一部先進医療を除き保険適用となったため、令和３年度ま
でに治療を開始した治療が対象となっています。 

                  令和 6年 3月 31日現在 

申請数 承認 不承認 

6 6 0 

 

 
１ 健やか親子支援事業 
（１）長期療養児等ハイリスク児訪問指導 

地域での在宅支援が必要なため医療機関、児童相談所、各市町母子保健担当者か
ら情報提供のあった児とその保護者に対して市町と連携して虐待予防の視点も含
め育児支援を行いました。 
   対  象 ： 長期療養児（ハイリスク児）とその保護者 
   訪問件数 ： 延べ２件  

 電話相談 ： 延べ２５件 
 
（２）思春期健康支援 

思春期は、身体的・精神的発達の変化が最も大きいため特有な悩みが多く、その
対応が将来の健康に大きく影響を与えることから、正しい知識を伝え健康的な生
活を送れるよう支援しました。 
① 来所、電話相談 

思春期の身体やこころに関する相談を随時実施しました。 
相談件数 ： 延べ１０６件 

② 関係機関との連携 
南勢地区の高等学校の生徒指導連絡協議会に出席し、各関係機関とともに思春

期の問題を共有するとともに、思春期の健康増進のための情報を提供しました。 
出席回数 ： ５回 
 
  
                                                                                                                                                                                                             

基本事業３ 不妊・不育症に悩む家族への支援  （主担当 地域保健課） 
特定不妊治療にかかる治療費について助成を行い、出産を支援します。 

基本事業４ 切れ目のない妊産婦・乳幼児ケアの充実   
（主担当 地域保健課） 
三重県版「健やか親子いきいきプランみえ（第２次）」に基づいて、「子どもを

産み、育てる人にいつも寄り添い、すべての子どもが健やかに育つ三重」を目指
して、地域支援体制の充実に向け取り組みます。 
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（３）母子保健体制整備 
管内市町母子保健担当者の情報交換やスキルアップを図ることで保健所、市町

の役割を明確にし、途切れのない母子保健支援体制を整備しました。     

開 催 日 参加数 内    容 

第 1回  
 
令和 5年 
8月 29日(火) 

17名 

母子保健担当者意見交換会 
・各市町の母子保健の取組の現状と課題について 
・意見交換・情報共有 
・こども家庭センターの設置について 
・産後ケア事業について 

第 2回 
 
令和 5年 
11月 27日(月) 

12名 

管内市町母子保健担当者研修会 
・講義「医療的ケア児への関わりにおける基礎知識」 
講師 明和病院なでしこ 施設長 山川紀子氏 

・講義「医療的ケア児の呼吸と姿勢管理」 
 講師 明和病院なでしこ 理学療法士 東久保和希氏 
・講義「医療的ケア児の家族への関わりや支援につい
て」 
・講師 訪問看護ステーションほたるいせ 
    施設長・訪問看護認定看護師 岡田まり氏 

 
２ 小児慢性特定疾病医療費助成 

長期にわたり療養を必要とし、療養のために高額の費用を必要とする小児慢性特
定疾病（１６疾患群）の患者に対して児童等の健全な育成を図るために、医療支援
を行いました。 

令和6年3月31日現在 

 

       市町名 

 
区 分 

伊
勢
市 

鳥
羽
市 

志
摩
市 

玉
城
町 

度
会
町 

大
紀
町 

南
伊
勢
町 

合 

計 

01 悪性新生物 10     2 5 0 1 2  1  21  

02 慢性腎疾患 12 1 4 0 0 0  0  17  

03 慢性呼吸器疾患 3 0 1 0 0 0  0  4  

04 慢性心疾患 18 0 3 4 0 0  0  25  

05 内分泌疾患 11 2 5 5 1 1  0  25  

06 膠原病 6 0 0 0 0 0  0  6  

07 糖尿病 7 3 5 1 0 0  0  16  

08 先天性代謝異常 2 0 0 0 0 1  0  3  

09 血液疾患 4 0 1 0 0 0  0  5  

10 免疫疾患 0 0 0 0 0 0  0  0  

11 神経・筋疾患 7 0 5 0 0 0  3  15  

12 慢性消化器疾患 9 1 2 2 1 0  1  16  

13 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 4 0 0 1 0 0  0  5  

14 皮膚疾患 6  0  0  0  0  0  0  6  

15 骨系統疾患 1  0  1  0  0  0  0  2  

16 脈管系疾患 1  0  0  0  0  0  0  1  
    合 計 101  9  32  13  3  4  5  167  
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〒517-0501 

志摩市阿児町鵜方 3098-9（三重県志摩庁舎２階） 

衛生指導課 志摩市駐在 

電話 0599-43-5111 FAX 0599-43-5115 
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